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■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

　

長
年
、
社
会
に
貢
献
さ
れ
て
き

た
高
齢
者
の
方
々
を
敬
愛
し
、
長

寿
を
祝
い
、
長
年
の
ご
苦
労
に
対

し
て
感
謝
し
ま
し
ょ
う
。

【
敬
老
会
に
ご
出
席
く
だ
さ
い
】

　

今
年
も
各
校
区
で
敬
老
会
を
実

施
し
ま
す
。
日
時
・
会
場
な
ど
詳

し
く
は
、
地
元
婦
人
会
な
ど
の
関

係
者
が
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
お
誘

い
合
わ
せ
て
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

■
該
当
者　

昭
和
12
年
12
月
31
日

以
前
に
生
ま
れ
た
方

【
長
寿
祝
金
を
お
届
け
し
ま
す
】

　

平
成
24
年
９
月
１
日
現
在
、
満

75
歳
以
上
で
、
１
年
以
上
西
条
市

住
民
基
本
台
帳
に
登
載
さ
れ
て
い

る
方
、
ま
た
は
１
年
前
に
外
国
人

登
録
さ
れ
て
い
た
方
で
、
外
国
人

登
録
制
度
廃
止
以
後
も
、
引
き
続

き
西
条
市
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

さ
れ
て
い
る
方
に
、
長
寿
祝
金

３
０
０
０
円
を
お
届
け
し
ま
す
。

■
お
届
け
方
法

　

9
月
中
旬
以
降
、
民
生
児
童
委

員
を
通
じ
て
お
届
け
し
ま
す
。

　

な
お
、
お
届
け
に
は
１
～
2
週

間
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
高
齢
介
護
課

　

長
寿
・
い
き
が
い
対
策
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
９
２

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

お
年
寄
り
に
感
謝
を
！

９
月
17
日
㈪
は
「
敬
老
の
日｣

９月21日㈮～30日㈰　秋の全国交通安全運動
９月30日は「交通事故死ゼロを目指す日」

スローガン　「安全は 目配り気配り 思いやり」　
重点　○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の
　　　　交通事故防止
　　　○すべての座席のシートベルトとチャイルド
　　　　シートの正しい着用の徹底
　　　○飲酒運転の根絶

　事件・事故、配偶者の暴力・ストーカー、
少年問題、悪質商法など、一人で悩まないで
警察総合相談電話へご相談ください。
○警察総合相談電話
　℡＃９１１０（ダイヤル回線・ＩＰ電話不可）
　℡089－931－9110
○西条警察署　　℡0897－56－0110
○西条西警察署　℡0898－64－0110
事件・事故の緊急通報は１１０番、相談は警察相談電話に！

９月11日㈫は「警察相談の日」

　

市
で
は
救
急
車
が
出
動
し
た
際

に
、
迅
速
な
救
急
救
命
活
動
の
た

め
、
ま
た
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど

の
安
全
・
安
心
の
確
保
の
た
め

に
、
救
急
時
に
必
要
な
情
報
（
持

病
、
か
か
り
つ
け
病
院
、
常
服
薬
、

緊
急
連
絡
先
等
）
を
容
器
に
収
め
、

自
宅
の
冷
蔵
庫
で
保
管
す
る
救
急

医
療
情
報
キ
ッ
ト
を
昨
年
８
月
か

ら
無
償
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
申
請
さ
れ
て
な
い
方
は
、

ぜ
ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
代

理
申
請
も
で
き
ま
す
の
で
、
地
区

の
民
生
委
員
や
老
人
ク
ラ
ブ
の
役

員
、
自
治
会
長
さ
ん
な
ど
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
対
象

○
65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
い
る
世
帯

○
障
害
の
認
定
者
が
い
る
世
帯

○
民
生
委
員
等
が
必
要
と
認
め
推

　

薦
す
る
世
帯

■
交
付
物
品　

保
管
容
器
・
救
急

医
療
情
報
用
紙
・
明
示
シ
ー
ル

■
交
付
先
・
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
高
齢
介
護
課

　

長
寿
・
い
き
が
い
対
策
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２
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２
９
２

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
の

交
付
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

20
日
㈭　

国
民
健
康
保
険
税
第
２

　

期
分
、
市
県
民
税
第
２
期
分
の

　

督
促
状
の
発
送

10
月
１
日
㈪　

国
民
健
康
保
険
税

　

第
３
期
分
、
固
定
資
産
税
第
３

　

期
分
の
納
期
限

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

　

の
督
促
手
数
料
を
い
た
だ
き
ま

　

す
。

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、

　

納
期
限
日
の
残
高
に
ご
注
意
く

　

だ
さ
い
。

９
月
の
市
税
ご
よ
み

　

こ
れ
ま
で
非
危
険
物
と
し
て
消

防
法
令
等
の
規
制
対
象
外
で
あ
っ

た
「
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
過
酸
化
水

素
付
加
物
」
が
消
防
法
上
の
第
一

類
の
危
険
物
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

「
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
過
酸
化
水

素
付
加
物
」
は
酸
素
系
の
漂
白
剤

と
し
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
お

り
、
貯
蔵
又
は
取
り
扱
う
数
量
に

よ
っ
て
は
、
消
防
法
に
基
づ
く
市

町
村
長
等
の
許
可
又
は
条
例
に
基

づ
く
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
問
合
せ　

消
防
本
部
予
防
課

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
６

－

０
２
５
１

危
険
物
が
追
加
さ
れ
ま
し
た

い
つ
ま
で
も

　

お
元
気
で
！


